[bookmark: _Hlk217810650]第65回全国自治体病院学会運営業務プロポーザル実施要領（調達公告）

　公募型プロポーザル方式により運営業務の受託者を選定するので、次のとおり公告する。

令和８年２月12日

　第65回全国自治体病院学会実行委員会委員長　千酌　浩樹

１　学会概要
（１）開催期間　　令和９年10月27日（水）～29日（金）
　　　　　　　　　※27日：関連会議、28日･29日：学会
（２）開催場所　　とりぎん文化会館（鳥取県立県民文化会館）、鳥取県立図書館、
ホテルニューオータニ鳥取、ホテルモナーク鳥取
（３）参加人数　　約3,000人（予定）
（４）プログラム　開会式、閉会式、総会（特別講演、シンポジウム、演題発表）、会長講演、分科会（特別講演、シンポジウム、ポスターセッション（一般演題））、
ランチョンセミナー、企業展示、昼食会、交流会（28日）等
（５）主　　催　　公益社団法人全国自治体病院協議会
（６）運営主体　　第65回全国自治体病院学会実行委員会

２　業務内容
別添「第65回全国自治体病院学会運営業務仕様書」に基づく学会開催に係る実施計画策定、開催準備・運営管理・会場撤去、宿泊に関する企画・手配及び学会修了処理業務、その他学会を運営するうえで、必要とされる業務等

３　委託業務期間
　　契約締結日から令和10年３月31日又は本学会清算業務終了の日まで

４　見積限度額
　　50,000千円（消費税及び地方消費税の額を含む。）

５　資格要件
この公募型プロポーザルに参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
（１）会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による更生手続開始の申立てが行われた法人等又は民事再生法（平成11年法律第225号）の規定による再生手続開始の申立てが行われた法人等でないこと。
（２）法人等の役員に、破産者、法律行為を行う能力を有しない者又は禁固以上の刑に処せられている者がいないこと。
（３）都道府県税、法人税並びに消費税及び地方消費税に未納がない法人等であること。

６　参加申し込み及び資格の確認結果の通知
（１）参加申込
　　　別紙様式１「第65回全国自治体病院学会運営業務プロポーザル参加申込書」を提出すること。
　　　　申込期限：令和８年２月19日（木）16時　（必着）
　　　　申込先：15の問い合わせ先に同じ
　　　　申込方法：持参、郵送（書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものをいう。以下同じ。）又は電子メールにより提出すること。
　（２）提案資格の確認結果の通知
　　　参加申し込みをした者全員に対し、令和８年２月24日（火）に別紙様式２「プロポーザル参加資格確認通知書」によりメールで通知する。

７　募集要項の内容についての質問及び回答
（１）質問の受付
　　　　期　　限：令和８年３月２日（月）16時
　　　　受付場所：15の問い合わせ先に同じ
　　　　方　　法：６（１）の申し込み方法に同じ（様式は任意）
　（２）質問の回答
　　　　期　　日：令和８年３月５日（木）13時
　　　　回答先：６により申し込みのあった全参加者

８　提案書の作成
（１）提出書類
　　ア　会社概要
・会社名及び所在地（本社がある場合には本社の所在地も記載すること）
・業務内容及び連絡先（担当者名、電話番号、電子メールアドレス）
　　イ　業務経歴
　　　　・直近10年間において、大会規模が2,000人規模の医学会業務の受注実績
　　ウ　実施体制
[bookmark: _Hlk217810266]　　　　・本委託業務に直接携わる担当者の業務実績
　　　　・本委託業務に対する実施体制と危機管理体制
　　エ　企画提案書
　　　　別添「第65回全国自治体病院学会運営業務仕様書」を踏まえ、以下の項目について記載すること。
（1） 開催内容

	使途
	日程（想定）
	規模
	形式

	評議員会
	令和９年10月27日
16時30分から17時30分まで
	120人程度
	スクール

	評議員会懇親会
	令和９年10月27日
17時30分から20時30分まで
	120人程度
	正餐

	学会
開会式、講演会、分科会、ランチョンセミナー、閉会式
	令和９年10月28日～29日
	3,000人程度
	－

	会長副会長会議
	令和９年10月28日
	20人程度
	ロの字

	交流会
	令和９年10月28日
18時から20時まで
	300人程度
	テーブル

	その他の会議
	期間中
	－
	－


　　　（イ）事業の実施計画
　　　　　　・提案の具体的内容及び業務の実施体制
　　　　　　・受託業務年間工程計画（ロードマップ）
　　　　　　・参加者を楽しませる「おもてなし」の工夫と「鳥取らしさ」の工夫
　　　　　　・宿泊施設確保と会場等への交通手段の提案
　　　　　　・協賛者、出展業者募集方法の提案
　　　　　　・費用対効果を重視したメリハリのある予算配分計画
　　オ　見積書
　　カ　その他
　　　　・ア～エの提出書類は、まとめてＡ４版平とじ・横書き・両面印刷とし、40ページ以内とすること。
　　　　・図面等Ａ４サイズより大きな書類がある場合は、Ａ４サイズに折り込むこと。
　　　　・提出部数は６部とする。

[bookmark: _Hlk217813551]　（２）提出期限等
　　　　期　　限：令和８年３月13日（金）16時
　　　　提出先：15の問い合わせ先に同じ
　　　　方　　法：持参又は郵送

９　企画案の提案（プレゼンテーション）
（１）開催日時
　　提案者は３月16日（月）に開催する審査会において、プレゼンテーションを実施する。詳細については、後日プレゼンテーション参加者に通知する。
（２）企画提案の所要時間
　　プレゼンテーションは、説明15分、質疑30分程度を想定している。
（３）注意事項
　　プレゼンテーションは、本委託業務に直接携わることとなる担当者が実施すること。ただし、パソコン操作担当、責任者など2名までの同席は許可するものとする。
　　また、プレゼンテーション参加者は他の参加者の企画提案を傍聴することはできないものとする。

10　評価項目及び評価内容（配点）
　　プレゼンテーションでは、次に掲げる評価項目で評価を行うものとする。
　（１）業務を効果的、効率的かつ適正に運営できる組織・運営体制であるか（10点）　
　（２）業務に関する知識、ノウハウ、経験等を有しており、十分に生かすことができるか（20点）
　（３）担当者の人柄がよく、頼れる人材であるか（20点）
　（４）本業務に対する実施体制、危機管理体制（個人情報等の管理等）が適切であるか
（10点）
　（５）企画提案書の内容、提案が優れたものであるか（20点）
　（６）企画提案書の内容が明瞭で資料性に優れたものであるか（10点）
（７）その他事業実施において、事務局にアドバイス等を行える環境となっているか
　　（10点）

11　契約候補者の選定
（１）審査会が提案書及びプレゼンテーションに基づき審査し、最も優れた提案を行った者を受託者に決定する。
　（２）提案者が１者の場合であっても審査は実施し、審査結果により基準点を満たす場合は、当該提案者を最優秀提案者とする。

12　選定結果の通知及び公表
選定結果については、別紙様式３「結果通知書」により提案者それぞれにメールで通知する。

13　日程
	実施の公表
	令和8年２月12日(木)
	ホームページへ掲載

	プロポーザル参加表明受付期限
	令和8年２月19日(木)
	持参、郵送、メール

	応募資格確認結果通知
	令和8年２月24日(火)
	メール

	実施要領に関する質問期限
	令和8年3月 2日(月)
	持参、郵送、メール

	企画提案書、応募書類提出期限
	令和8年３月13日(金)
	持参、郵送

	プレゼンテーション・審査会
	令和8年３月16日(月)
	来院

	選定結果通知
	令和8年３月18日(水)
	メール



14　契約の締結
審査会が最も優れた提案を行った者であると決定した者と委託契約の協議を行い、委託業務に係る仕様を確定し、契約を締結する。
また、参加者数の増加・減少、学会規模の拡大・縮小となる場合には、協議により仕様の見直し及び契約金額の変更を行うこととする。

15　問い合わせ先
　〒６８０－０９０１　鳥取市江津７３０　
　第65回全国自治体病院学会実行委員会事務局（鳥取県立中央病院事務局総務課）
　担当：山内、末次
　電話番号：0857-26-2271（代）内線2756
　電子メール：torichu99@gmail.com

16　その他
（１）暴力団の排除
契約の相手方（以下「受託者」という。）が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる旨契約書に記載するものとする。
なお、受託者が次に掲げる事項のいずれかに該当することを理由に委託者が契約を解除するときは、受託者は違約金として契約金額の 10 分の１に相当する金額を委託者に支払わなければならない。
また、受託者が次に掲げる事項のいずれかに該当するかどうかを、鳥取県警察本部に照会する場合がある。
ア　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団の構成員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。
イ　次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
（ア）暴力団員を役員等（受託者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、受託者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。）とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
（イ）暴力団員を雇用すること。
（ウ）暴力団又は暴力団員を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。
（エ）いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
（オ）暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。
（カ）役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
（キ）暴力団もしくは暴力団員であること又は（ア）から（カ）までに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。
（２）提案書の作成、プレゼンテーション等に要する経費及び提出に要する経費は、提出者の負担とする。
（３）提出された企画提案書については、提案を行った者に無断で使用しないものとする。
（４）提出された申込書、提案書等は返却しない。
（５）申込書の提出後に申し込みを辞退する場合は、別紙様式４「参加申込辞退書」を提出すること。
（６）失格事項
　　　次のいずれかに該当する者が行った提案は、失格となることがある。
　　　ア　本募集要領に該当しない書類を作成し、提出した者
　　　イ　記載すべき事項の全部又は一部を記載せず、または書類に虚偽の記載をし、これを提出した者
　　　ウ　期限後に提案書を提出した者
